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１ 港湾環境整備負担金制度 
（１）概要 

港湾管理者が、港湾の環境整備・保全を目的として実施する工事費用の一部

について、臨港地区又は港湾区域内に立地する事業者（敷地面積１万平方メー

トル以上）に負担を求める制度です。（昭和 48 年 7 月港湾法一部改正により

創設） 
負担金徴収に関し必要な事項は、港湾法第 43 条の 5 第 1 項の規定に基づき、

横浜市が定めた横浜市港湾環境整備負担金条例（以下、「条例」という。）に

規定しています。 
 
（２）仕組み 

負担対象工事 負担区域 負担対象事業者 負担金の計算式 

港湾環境整備施設の  

建設・改良工事 

《条例第 4 条第 1 項第 1 号》 

 

※建設・改良工事とは、港湾

施設を新たに設置する工事

及び既存の施設の機能を増

進させる工事です。 

臨港地区 

①工事完了日に負担区域内

において工場又は事業場敷

地面積の合計が１万㎡以上

の事業者 

②①の事業者のほか、工事

完了後 10 年間に負担区域内

において工場又は事業場の

面積が 1 万㎡以上となった

事業者 

① 
負担対象額 

＝負担対象工事に要した費用×負担の割合 
 
各事業者の負担金 

＝負担対象額×各事業者の事業場面積 
÷事業者全ての事業場面積 

（設置予定区域面積含む） 

港湾環境整備施設の 

維持工事 

《条例第 4 条第 1 項第 2 号》 

 
※維持工事とは、港湾施設を

良好な状態で一般公衆の利

用に供するための修繕等で

す。 

臨港地区 上記①と同じ 

② 

負担対象額 
＝負担対象工事に要した費用×負担の割合 

 

各事業者の負担金 

＝負担対象額×各事業者の事業場面積 

÷事業者全ての事業場面積 
 

 

港湾における汚泥その他

公害の原因となる物質の

たい積の排除その他の処

理のための工事、汚濁水の

浄化のための工事及び漂

流物の除去その他の清掃

のための工事 

《条例第 4 条第 1 項第 5 号》 

 

臨港地区

及び 

港湾区域 

上記①と同じ 上記②の計算式と同じ 
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（３）徴収手続き 
                               

○令和２年度指定の対象となるのは、 
     令和２年 3 月 31 日までに完了した 

負担対象工事 
 
  

 
○市長は条例第 4 条第 1 項の規定により        

     負担対象工事を指定しようとするとき 
     は、条例第 12 条の規定に基づき、あら             

かじめ、横浜市港湾審議会の意見を聴か

なければならない。 
                                    
  

 
○条例第 4 条第 2 項の規定に基づき、負担      
対象工事の指定の告示を行う。 

      
 
  

    ○負担対象事業者に対して、条例第 7 条   
第 1 項の規定に基づき、負担金の額の   
決定通知を行う。 

 
 
  
 

    ○負担対象事業者は、条例第 7 条第 2 項   
の規定に基づき、指定する期日までに 
負担金を納付する。                                                       

           
  

負担対象工事の完了 

横浜市港湾審議会へ 
意   見   聴   取 

負担対象工事の 
指定の告示 

負担金の額の 
決定通知 

負担金の納付 
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工事の種類 工事の名称
工事に要した
　費用（円）

(Ａ)

工事費に対する
負担の割合

(Ｂ)

負担対象額
（円）

負担区域内の
事業場総面積

（㎡）
（C)

負担区域内の
1万㎡以上の事業
者の事業場面積

（㎡）
（D)

負担額(円)

港湾環境整備施
設の建設又は改
良の工事

緑地の建設工事
新港地区
(みなとみらい21)

新港地区ハンマーヘッド
パーク緑地(仮称) 98,100,500   1/16 6,131,281 26,342,575.97 18,416,292.40 98,100,500 ×

1
16

×
18,416,292.40
26,342,575.97

4,286,425

 大黒ふ頭地区 大黒ふ頭中央緑地等

 山下ふ頭地区 山下ふ頭緑地

本牧ふ頭地区 本牧ふ頭緑地

神奈川地区 出田町ふ頭緑地

金沢地区 金沢白帆緑地等 10,361,585 1/4 2,590,396 10,361,585 ×
1
4

×
18,416,292.40
25,294,782.67

鶴見地区 末広水際線プロムナード

緑地の維持工事 大黒ふ頭地区 大黒ふ頭先端緑地

本牧ふ頭地区 横浜港シンボルタワー

磯子地区 杉田臨海緑地

臨港パーク

赤レンガパーク

金沢地区 八景島緑地

合計※ 607,709,303 - 116,516,007 84,558,729

緑地の
建設工事
緑地の

維持工事
海面清掃
放置船撤去

緑地の
建設工事
緑地の

維持工事
海面清掃

放置船撤去

負担対象工事名
事業場総面積（分母）

臨港地区（㎡）

18,416,292.40-

－

18,416,292.40

26,342,575.97
(設置予定区域含む)

26,342,575.97

1/16

中央地区
(みなとみらい21)

新港地区
(みなとみらい21)

新港地区緑地

1/2

※端数処理の関係で小計・合計の下一桁が合わないことがあります

1/2

２ 令和２年度港湾環境整備負担金（案）

 （１）負担対象工事の内訳表

工事が
実施された場所

港湾環境整備施
設の維持工事 30,381,630

海面清掃
放置船撤去

港湾における漂
流物の除去その
他の清掃のため
の工事等

港湾区域 全域

 （２）負担対象工事別事業場面積一覧表

負担対象工事名
10,000㎡以上の事業者の事業場面積（分子）

臨港地区（㎡） 港湾区域（㎡） 合計（㎡）

25,294,782.67 1,321,001.63 26,615,784.30

港湾区域（㎡） 合計（㎡）

18,416,292.40 929,463.89

18,633,736

25,294,782.67 － 25,294,782.67

18,416,292.40

19,345,756.29

－

(修繕工事、清掃、除草作
業委託料、光熱水費)

18,416,292.40

1/8 25,294,782.67

26,615,784.30

18,416,292.40

19,345,756.29156,751,964 78,375,982

13,973,819 6,986,909

3,797,703

298,139,805

13,973,819

30,381,630

298,139,805

156,751,964

×
1
2

×
1
16

19,345,756.29
26,615,784.30

×
18,416,292.40
25,294,782.67

×
1
8

×
18,416,292.40
25,294,782.67

負担金の算定基礎
（A)×（B)×（D)/（C)

23,304,505

56,967,799

合計※

　　 （３）単価推移

×
18,416,292.40
25,294,782.67

×
1
2

×

徴収年度
平成23

年度

平成24

年度

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

平成30

年度

令和元

年度

令和２

年度

単価

(円/㎡)
5.6 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
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３ 令和２年度港湾環境整備負担金対象工事の例 
（１）港湾環境整備施設の建設・改良の工事 

 
 

 
 

 
 
 
 

新港ハンマーヘッドパーク 
竣工写真 

案内図 
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（２）港湾環境整備施設の維持の工事 
 
 

大黒ふ頭中央緑地内における管理・清掃 

大黒町 

大黒ふ頭 

維持の工事施工場所 

【工事施工場所における主な作業内容】 

・草    刈  ５，１４５㎡ 

・樹 木 剪 定 ９１本 

・ベンチ補修 ２基 

(施工後) 

(施工前) 
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（３）港湾における漂流物の除去その他の清掃のための工事 

 

【海面清掃業務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放置船の引揚・撤去】 

みなとみらい 

21 中央地区 

山内ふ頭 

瑞穂ふ頭 

対象の船舶があった場所 
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